
野洲市資料提供 

提 供 年 月 日 令和元年９月３０日 

担 当 部 課 都市建設部住宅課  

担 当 者 服部 大橋 

連絡先電話番号 077-587-6322 

 

滋賀県の「野洲市内特定空家にかかるアスベスト等 

の対策について」の取り組み状況報告について 

 

 

    滋賀県土木交通部建築課建築指導室より、平成 31 年 3 月 29日付け滋建指第 85号で

回答のありました標記の件につきまして、令和元年 9 月 6 日付け滋建指第 280 号で、建

築基準法に基づく、その後の取組状況等について、別紙のとおり、文書による報告がされま

した。 

    報告事項として、「1.これまでの経過」、「2.所有者の代表の対応状況」、「3.県の対応につ

いて」の 3項目について、報告がされました。 

「3.県の対応として」では、現時点で、建築基準法第 10条の命令を行う必要はないとの報

告を受けましたが、平成 22 年 1 月 22 日付けで各建物所有者宛に勧告された文書では、

「露出した吹き付け材の分析調査をした結果、この吹き付け材にアスベストが含まれてい

ることが判明しました。・・・このまま放置すれば第三者や住人に危害や健康被害が及ぶ恐

れがあります。・・・アスベストの飛散防止等適切な措置を行われるように勧告します。」と

され、これまでの間、所有者によって、措置が何もなされていないにも関わらず、滋賀県が

そのような判断を下されたのか理解ができません。 

アスベストが、天井梁等への吹き付け材として使用されていることや、天井ボード材にア

スベストが含有していることが判明していることからすれば、その措置として、封じ込めを

行うか、または、飛散防止のために建物全体を覆わなければならないと考えるのが妥当で

す。そうした措置が、これまでの間なされていないにもかかわらず、所有者に対し命令をさ

れないのは、適正な判断がされていないと考えます。 
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関係資料 

 

資料１．「野洲市内特定空家にかかるアスベスト等の対策について」（令和元年９月６日付、滋 

    建指第２８０号） 

資料２．「野洲市内特定空家にかかるアスベスト等の対策について」（回答）（平成３１年３月 

２９日付、滋建指第８５号） 

資料３．「建築基準法第１０条第１項（保安上危険な建築物に対する措置）に基づく勧告につ 

いて」（平成２２年１月２２日付、滋南土管第９６号） 
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